
 

 

 

 

１．ご用意いただく戸籍謄本について 

【被相続人様（お亡くなりになられた方）の戸籍謄本】 

   ●相続手続は、『法定相続人がどなたになるか』を確認させていただくため、被相続人様

の「お生まれからお亡くなりまでの連続した戸籍謄本」のご提出をお願いしております。 
 
●戸籍が改製されると、書換え前の戸籍に書かれていた記載の一部（書換え前にその戸籍

からいなくなった方がある場合等）が省略され、新しい戸籍が編製されます。最新の戸

籍に記載のない情報を「改製原戸籍謄本」や「除籍謄本」より確認するため、連続した

すべての戸籍をご用意いただく必要があります。 

【相続人様の戸籍抄本】 

   ●相続人様の氏名や生年月日を確認するため、戸籍抄本の提出が必要です。 

ただし、相続人様が被相続人様と同一の戸籍にいらっしゃる場合や被相続人様の戸籍から

結婚等で除籍されているが、現在の姓名（印鑑証明書と同一）が被相続人様の戸籍謄本で

確認できる場合、ご提出は不要です。 

 

 

 

                                 印鑑証明書の氏名と同一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【兄弟姉妹等が相続人になる場合の戸籍謄本】 
 ●兄弟姉妹様等が法定相続人となることを確認させていただくため、被相続人様の戸籍に

加え、以下の戸籍謄本をご用意いただく必要があり、ご提出の範囲が広くなります。 
 
１. 被相続人様の両親の「お生まれからお亡くなりまでの連続した戸籍謄本」をご用意くだ

さい。 
２. 被相続人様の祖父母のお亡くなりがわかる戸籍謄本をご用意ください。 
３. 兄弟姉妹様が結婚・養子縁組・分籍等で両親の戸籍から除籍され、その後死亡している

場合は、除籍された時から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本をご用意ください。  

 

 

 

婚姻して 

『山田京子』へ 

 

現在の印鑑証明書 

戸籍謄本について 

☆相続人の戸籍抄本の提出が省略できる場合 

 



 

２．必要な戸籍謄本の通数（種類）について 

●被相続人様の「お生まれからお亡くなりまで」を確認するために必要な戸籍謄本は、

被相続人様の過去の経緯（結婚・転籍・養子縁組等）のほか法務省令による改正等に

より、被相続人様によって通数（種類）が異なります。 

 

※戸籍謄本は、一番新しい戸籍（被相続人様の死亡の事実が記載されている戸籍）から古

い戸籍へと順番に遡って連続した戸籍謄本をご用意ください。 

出生 

改製原戸籍 

※（父） 

除籍謄本 

※（父） 

全部事項証明 

※（被相続人） 

改製原戸籍 

※（被相続人） 

昭和 32年法務 

省令による改製 

除籍謄本 

※（被相続人） 

死亡 

 

転籍 

結婚 

平成 6年法務 

省令による改製 

戸籍①  

保存期限や戦災等により、役所に戸籍謄本の保存

がない場合は、その旨の『証明書』が必要です。

（廃棄証明書等） 

戸籍② 

『夫婦とその未婚の子供』の戸籍へ変更。 

戸籍③  

婚姻により、筆頭者、父の戸籍から除籍し、被相続

人が筆頭者の戸籍が編製される。 

戸籍④ 

本籍地（行政区）が変更のため、新本籍地で戸籍編

製。旧本籍地の戸籍は除籍となる 

例・・京都市中京区→滋賀県大津市 

戸籍⑤ 

縦書き戸籍からコンピュータ化戸籍（横書き）へ変

更される。 

※戸籍筆頭者・・・戸籍請求される場合の戸籍の筆頭者 

この方の場合、計 5通の  

戸籍謄本が必要になります。 

☆【出生からお亡くなりまでの連続した戸籍謄本の例】（参考） 

 


